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８―１．ＰＤＣＡサイクルによる進行管理 

本計画の策定後においては、おおむね５年毎に計画に記載された種々施策の実施や評価指標の状況

について、関連する計画や施策等と連携しながら調査・分析を行います。 

社会情勢の変化や上位計画、その他関連する計画等との整合を図りながら、必要に応じて、適宜、

計画を見直すなど、Ｐｌａｎ（計画）Ｄｏ（実施）Ｃｈｅｃｋ（評価）Ａｃｔｉｏｎ（改善）サイク

ルを実施し、計画の目標を着実に実現します。 

 

８―２．社会情勢の変化に応じた計画の見直し 

本計画は、20 年後の令和 24(2042)年度を見据えた計画となりますが、PDCA サイクルに基づいた計

画の見直し以外にも、本市を取り巻く社会経済情勢に大きな変化が生じた場合には、必要に応じて柔

軟な見直しを行うものとします。 

本計画では、人口や施設集積状況、災害リスク情報の周知等により災害リスクの低い地域への自主

的な立地・誘導を基本として区域を設定していますが、今後の見直しにおいては、更なる人口減少・

高齢化の状況を踏まえつつ、地域の実情を考慮しながら、居住誘導区域の見直しについても検討を行

います。 

 

８―３．届出制度の運用 

居住誘導区域外、都市機能

誘導区域外となる区域では、

一定規模以上の住宅の建築行

為または開発行為、そして誘

導施設を有する建築物の建築

行為または開発行為を行おう

とする場合などに市への届出

が義務付けられます。 

区域外での建築または開発

が、誘導区域内での立地誘導

を図る上で支障があると認め

られる場合、市は、協議・調

整の上、勧告等の必要な措置

を行います。 

届出が必要となる行為は右

図のとおりとなっています。 

  


